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第 42 回近畿手話通訳問題研究討論集会 

＆第 31 回近畿けいわんフォーラム(全体集会) 
 

日程：２０２５年１２月１３日(土)～１４日(日)   <受付開始１２時３０分～> 

会場：能登川コミュニティセンター  <滋賀県東近江市躰光寺町２６２番地> 

 

『健康で生き生きと活動するために 

～頸肩腕検診を知ろう～』 
 

 

  近畿の水がめマザーレイク“びわこ”を預かる滋賀県で、第４２回近畿手話通訳問題研究討論集

会＆第３１回近畿けいわんフォーラムを開催するにあたり、近畿の皆様をお迎えできますことを大

変嬉しく思います。 

２０２５年度は、大阪・関西万博、東京デフリンピックが開催され、世界各地から多くの人が日

本に集いました。そのような中、聞こえない人への情報保障は十分だったでしょうか。多様な人と

出会い、自由にスポーツや交流を楽しむことができる、人権が守られた社会の大切さを考える機会

になったことでしょう。 

また、本年６月２５日には「手話に関する施策の推進に関する法律（手話施策推進法）」が公

布・施行されました。ますます手話通訳、情報保障の必要性は高まります。しかし、手話通訳者、

手話関係者の健康は守られているでしょうか。 

私たちの健康は、身体だけでなく心のつながりや社会的な支えによって守られています。聞こえ

ない人が健康で元気に社会参加ができるように、手話通訳者、手話関係者も健康で毎日を送る必要

があります。そこで頸肩腕検診について問診票のチェック項目やそこから見えることは何か、二次

検診ってどんなことをするのかなどを知ってもらおうと考えました。 

手話施策推進法施行後のこれから、手話に関する国民の理解と関心が深まり、人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会を実現するため、健康で生き生きと活動するため共に考えましょう。 

近畿の皆さんのお越しを心よりお待ちしています。 

 

 

主催：近畿ろうあ連盟  近畿手話通訳問題研究会  近畿手話サークル連絡会 

主管：第４２回近畿手話通訳問題研究討論集会実行委員会 

      一般社団法人滋賀県ろうあ協会  滋賀県手話通訳問題研究会  滋賀県手話サークル連絡協議会 

後援(予定)：滋賀県  滋賀県教育委員会  東近江市  社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会   

東近江市教育委員会  社会福祉法人東近江市社会福祉協議会 
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参加のご案内 

 

１．日程： 

               11:00                12:30 13:00             14:30  15:00          17:00 

12 月 13 日(土) 司会者 

共同研究者 

会議 

移

動 

受

付 

開会式 

全体集会 

けいわんフォー

ラム 

移

動 

分科会 N-Action のつどい 

専任手話通訳者のつど

い 

 

12 月 14 日(日) 受

付 

分科会 昼食 分科会 司会者 

共同研究者 

意見交換会 

                9:00 9:30            12:00    13:00            15:30           16:30 

 

２．申し込み・問い合わせ先 

第 42 回近畿手話通訳問題研究会討論集会  実行委員会 

     〒525-0032  滋賀県草津市大路２丁目 11-33 滋賀県立聴覚障害者センター内 

     一般社団法人  滋賀県ろうあ協会 

     TEL 077-564-7722   FAX 077-564-4157  メール 42shigatouron@gmail.com 

 

３．参加費：３,０００円 

  ※申し込みをキャンセルされた場合、参加費の返金はできません。 

 

４．申し込み資格・方法 

・参加資格は、主催団体の会員であること。 

・必要事項を申込書に記入し、費用を添えて各府県聴覚障害者協会に申込ください。 

・各府県聴覚障害者協会は申込書を取りまとめて期日までに実行委員会へお送りください。 

・各分科会の参加人数に偏りがないように各府県で調整をお願いします。 

・個人情報の取り扱いについては厳重に管理し、本集会の必要な目的以外には使用しません。 

 

５．申し込み締め切り  ２０２５年１０月３１日（金） 

 

６．保育について： 

・保育時間  12 月 13 日(土)12：30～17：00 

            12 月 14 日(日) 9：00～15：30 

・対象年齢は３歳以上 

・昼食時にはお子さまを迎えに来てください。 

・おやつについては各自ご用意ください。 

・※アレルギー等を考慮し実行委員会では用意いたしません。 
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７．書籍などの販売について 

・今回開催にあたり、東近江市の後援により使用料の全額減免を受け開催することとなりました。 

また、コミュニティセンター利用における遵守事項として社会教育法第２３条第１項の規定により販

売については許可されていません。 

  よって、禁止とさせていただきます。御理解と御了承ください。 

 

８．署名・カンパについて 

・署名・カンパなどを希望する方は、署名用紙、カンパ用紙の見本を１部添えて各府県聴覚障害者協会

にお申し込みください。各府県聴覚障害者協会は取りまとめて１０月３１日(金)までに実行委員会ま

でお申し込みください。後日、署名・カンパについて御連絡します。 

 

９．レポートについて 

・形式はＡ４横書きで２枚以内です。各団体を通して御提出ください。 

・レポートの１行目には「第○分科会  題名」、次の行に「所属団体名  発表者名」を必ずご記入くだ

さい。 

・字体、レイアウトは自由ですが作成はパソコンでお願いします。提出された原稿はそのまま印字しま

す。 

・発表時にプロジェクターなどが必要な方は、事前に御連絡ください。ただし、準備ができない場合も

ありますので御了承ください。 

  ※パソコンは報告者で用意をお願いします。 

  ※映像を流す場合は、特別な機器等には対応していません。事前の相談となりますので必ずご連絡く

ださい。 

・提出締め切りは、１０月３１日(金)です。追加資料は当日でも受付しますが、必要部数を印刷してお

持ちください。 

 

10．触手話通訳・対面手話通訳・要約筆記（ノートテイク）について 

・実行委員会では用意いたしませんので必要な方は各自で手配をお願いします。 

 

11．ビデオ撮影・写真撮影・録音・ＳＮＳへの投稿は御遠慮ください。 

・機関紙掲載の為の写真撮影の場合は、受付にお申し出ください。 

 

12．N-Action のつどい・専任手話通訳者のつどいについて 

・１３日(土)の分科会終了後に開催します。 

  事前申し込みとなっています。参加申込書に記入をお願いします。 

  N-Action のつどい・専任手話通訳者のつどいの参加について対象者には確認の上、受領をお願いし

ます。 
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13．参加証について 

・１３日(土)に総合受付にて１４日(日)の弁当引換券（申込制）と一緒にお渡しします。 

  １４日(日)からの参加の方は、お申込みの分科会受付にてお渡しします。 

 

14．報告集について 

・希望者のみお送りします。指定の封筒に申込者の送付先を記入の上、報告集代 1,000 円（送料込

み）を封筒に入れてお申し込みください。 

 

15．宿泊について 

・実行委員会では斡旋、用意はいたしません。必要な方は御自身で御準備ください。 

 

 

(全体集会)第 31 回近畿けいわんフォーラム 

「頸肩腕検診」を知ろう 
          

手話通訳者が受診している頸肩腕検診について、問診票の内容で何がわか

るのか、検診にどのように生かされているのか、手話通訳者の健康問題につ

いて学びます。 

 

講師  滋賀医科大学  北原照代氏 

 

 

分科会（テーマ・討論の柱） 

 

第１分科会  専任・登録手話通訳者 

                【討論の柱】①専任手話通訳者の設置の現状と課題 

                          ②登録手話通訳者の役割や身分保障 

                          ③私たちが求める手話通訳者像 

 

第２分科会  手話通訳者の養成 

                【討論の柱】①手話奉仕員、手話通訳者養成事業の現状と課題 

                          ②各種手話学習会の現状と課題 

                          ③講師養成の現状と課題 
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第３分科会  手話サークル 

                【討論の柱】①聴覚障害者と地域で共に歩む手話サークルとは 

                          ②手話サークルの運営のあり方 

               

第４分科会  聴覚障害者の医療について 

                【討論の柱】①聴覚障害者が安心できる医療保障や医療での手話通訳保障

について 

                          ②医療関係者との連携や地域のつながり 

               

第５分科会  聴覚障害者と労働 

                【討論の柱】①聴覚障害者の雇用をめぐる地域の動き 

                          ②職場での聴覚障害者のコミュニケーション保障 

                          ③就労移行事業・就労継続支援Ａ型・Ｂ型について 

                          ④手話協力員・相談員の仕事 

               

第６分科会  学習会や仲間づくり 

                【討論の柱】①地域の手話の研究・保存の取り組みについて 

②ろうあ運動についての学習の取り組みや課題について 

                          ③各団体の仲間づくりの取り組みについて 

                          ④若い世代につなぐ取り組みについて 

 

第 7 分科会  ネットワークづくり 

  【討論の柱】①防災ネットワークについて 

              ②条例制定に向けての取り組み、条例施行後の現状と課題 

              ③デフスポーツ・アスリート関連 

 

第８分科会  メディアによる情報保障 

  【討論の柱】①電話リレーサービスについて 

             ②手話（通訳）字幕付き放送の現状と課題 

             ③NPO 法人障害者放送通信機構の現状 

                          ④議会の手話通訳中継・インターネット配信について 
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ＪＲで一直線、能登川駅は新快速が停車します！米原行き・長浜行・敦賀行きなら乗換なし！ 

 

大阪              能登川  新快速で 1 時間 15 分 

 

京都              能登川  新快速で 50 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 flickr の画像より 

ここで下車 
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「第４２回近畿手話通訳問題研究討論集会」参加申込書 
フ リ ガ ナ  きこえない人 

きこえる人 

盲ろう者 

 
氏 名 

（ T S H 西暦       年   月   日生） 

住 所 

〒 

 

       府・県 

連 絡 先 
TEL 

     －     － 
FAX 

     －     － 

メールアドレス 
 

所 属 団 体 
 

職業 

希望分科会（右空欄に第 1 希望、第 2 希望を必ずご記入ください） 

第 1 分科会 専任・登録手話通訳者 第   希望  備考 

第 2 分科会 手話通訳者の養成 第   希望  

第 3 分科会 手話サークル 第   希望  

第 4 分科会 聴覚障害者の医療について 第   希望  

第 5 分科会 聴覚障害者と労働 第   希望  

第 6 分科会 学習会や仲間づくり 第   希望  

第 7 分科会 ネットワークづくり 第      希望  

第８分科会 メディアによる情報保障 第      希望  

 

諸経費（内訳） 参加 費 用  保育 

参加費 ３，０００円  ３，０００円  お子さまの名前 

1４日（日）昼食代 １，０００円              円  

保育費 ５００円              円  

N-Action のつどい    

専任通訳者のつどい    年齢        

合   計             円  

 

キリトリ 

 

領収証（兼 参加者控） 

２０２５年   月   日  

                     様  

 

参加希望分科会  

諸経費 

１.参加費 ３，０００円 

第１希望 第   分科会  2.昼食代 円 

第２希望 第   分科会  3.保育費 円 

N-Action のつどい   合  計 円 

専任通訳のつどい   受領担当者                           印 
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